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 令和７年 12 月 23 日（火曜日）第 14796 号 

  規則 

 ◎ 佐賀県庁舎管理規則等の一部を改正する規則（54・資産活用課） 

  告示 

 ○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定（271・社会福祉課） 

 ○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定（272・社会福祉課） 

 ○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定（273・社会福祉課） 

 ○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定（274・社会福祉課） 

 ○ 佐賀県企業立地促進特区の指定（275・企業立地課） 

 ○ 家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染病まん延防止のための消毒の実施

（276・畜産課） 

 ○ 指定施業要件変更予定保安林（277・森林整備課） 

 ○ 道路の区域の変更（278・道路課） 

  公告 

 ○ 公共測量の実施（土地利活用課） 

  教育委員会事項 

 ◎ 佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則（規則・12） 

  選挙管理委員会事項 

 ◎ 地方自治法に基づく選挙権を有する者の総数の 50 分の１の数、同法及び地

方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく選挙権を有する者の総数

の40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得

た数とを合算して得た数並びに地方自治法に基づく県議会議員の各選挙区

において選挙権を有する者の総数の３分の１の数（告示・74） 

 


